
仕様書 

 

１ 件名 

  新型コロナウイルス感染症健康観察センター運営業務委託 

 

２ 委託期間 

  令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで 

 

３ 業務内容 

（１）センター運営業務 

ア センター所在地 

千葉市保健所内（千葉市美浜区幸町１-３-９ 千葉市総合保健医療センター内） 

イ 業務時間  

日勤  ９：００～２０：００（休憩１時間、実働８時間） 

いずれの業務も休憩時間は交代制とし、就業時間内において業務を継続するよう調

整をすること。また、当該就業時間外において業務を行う場合は、あらかじめ本市の

了承を得ること。 

ウ １日当たり配置人員 

運営統括者 １人 

看護師  １５人 

事務職  １０人 

但し、看護師及び事務職に関しては上記人員をめどとし、保健所と事前相談の上、

日々の配置人数を変動することは可とする。また、勤務場所の確保を更に要する場合

には、別途協議を行うものとする。 

エ 内容 

（ア）健康観察対象者の保健所からの情報受領及び管理 

（イ）ＨＥＲ－ＳＹＳまたは電話による健康観察の実施及び管理 

（ウ）要注意者の洗い出し及び保健所への対応方針の相談 

（エ）健康観察対象者の自宅療養終了の案内 

（オ）保健所への報告 

（カ）パンフレットの作成と送付 

（２）健康観察業務の提案 

効率的な業務を実施するため、必要に応じて、自宅療養者健康観察センター運営業務

について提案を行うこととする。なお、提案内容及び感染状況によっては、本契約期間

中であっても双方合意の上、変更契約を締結する場合がある。 

 



４ 業務で使用する設備・物品 

本市が提供する設備・物品は以下のとおり。 

・机、椅子 

・建物空調（温度調節不可） 

・照明 

・電源 

・電話機（２０台。通話料含む） 

これら以外に業務を行う上で必要な物品（例：パソコン、インターネットに接続する

ための環境、プリンター、コピー機、各種消耗品等）はすべて受注者が用意すること。 

 

５ 契約方法 

  人件費は単価契約、運営管理費は総価契約とする。なお、受注者は、落札後速やかに

運営管理費の内訳書を提出することとする。 

 

６ 支払方法 

（１）委託料は、人件費の１か月間の実績と運営管理費の月割額の合計をもって支払う。 

（２）受注者は、月末締めで請求書を作成し、翌月１０日までに発注者に提出する。 

 

７ その他 

（１）受注者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の関係法令 

を厳守しなければならない。 

（２）受注者は、業務上の疑義等は速やかに発注者に申し出てその指示に従うものとする。 

（３）受注者は、本業務遂行中に異常事態が発生したときには、速やかに発注者へ報告す 

るものとする。 

（４）業務遂行上発生した事故等に対しては、本市の原因により生じたものを除き、受注 

者が責任を負うものとする。 

（５）本業務の遂行中、受注者が故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えた場 

合、その一切の賠償の責を受注者が負うものとする。 

（６）業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、本業務が終了した後も同様とす 

る。特に、個人情報の取扱いについては、千葉市個人情報保護条例等の規定を遵守す 

るとともに、細心の注意を払うこと。 

（７）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１

４号）の改正等により、本市における新型コロナウイルス感染症対策に変更が生じ、

本件業務委託が不要になった場合は契約を解除する。なお、契約の解除に当たって

は、解除日の３０日以上前に本市から受注者へその旨を通知することとする。 

（８）本仕様書に定められない事項であっても、業務に関連するものについては、双方協 

議のうえ業務に支障をきたすことのないよう履行するものとする。 


